
鉱 ⼭ 保 安 協 議 会 の 開 催 状 況 資 料 ③ ー １

令 和 ７ 年 度令 和 ６ 年 度

令 和 8 年 3 ⽉ 2 5 ⽇
・ 第 １ ４ 次 鉱 業 労 働 災 害 防 ⽌ 計 画 の 取 組 状 況 に つ い て
・ ⾼ 年 齢 者 の 危 害 防 ⽌ に 係 る 現 状 と 対 応 の ⽅ 向 性 に つ い て
・ 特 定 施 設 に 係 る 鉱 害 防 ⽌ 事 業 の 実 施 に 関 す る 基 本 ⽅ 針 （ 第
６ 次 ） の 取 組 状 況 に つ い て
・ 避 雷 装 置 等 の 新 た な ⽇ 本 産 業 規 格 の 制 定 に 伴 う 技 術 指 針 の
改 定 に つ い て
・ 中 ⻑ 期 的 に ⽬ 指 す べ き 鉱 ⼭ 保 安 の ⽅ 向 性 に つ い て
・ 海 底 鉱 物 開 発 の 状 況 に つ い て
・ ⾦ 属 鉱 業 等 鉱 害 対 策 特 別 措 置 法 施 ⾏ 規 則 の ⼀ 部 改 正 ( 案 )
に つ い て
・ Ｃ Ｃ Ｓ 事 業 法 に お け る 保 安 措 置 の 検 討 状 況 に つ い て

令 和 7 年 3 ⽉ 1 0 ⽇
・ 鉱 ⼭ に お け る ⾼ 頻 発 災 害 の 現 状 と 対 応 の ⽅ 向 性 に つ い
て
・ ⽕ 薬 類 取 扱 所 の 盗 難 防 ⽌ 措 置 （ 警 鳴 装 置 ） の 運 ⽤
⾒ 直 し に つ い て
・ 第 １ ４ 次 鉱 業 労 働 災 害 防 ⽌ 計 画 の 取 組 状 況 に つ い て
・ 鉱 ⼭ 保 安 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に 関 す る ⼀ 部 ⾒ 直 し に つ い
て
・ 特 定 施 設 に 係 る 鉱 害 防 ⽌ 事 業 の 実 施 に 関 す る 基 本 ⽅
針 （ 第 ６ 次 ） の 取 組 状 況 に つ い て
・ 全 国 鉱 ⼭ 保 安 表 彰 の ⾒ 直 し に つ い て
・ Ｃ Ｃ Ｓ 事 業 法 に つ い て
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令 和 8 年 3 ⽉ 3 0 ⽇
・ 近 畿 管 内 の 鉱 ⼭ 概 況 に つ い て
・ 最 近 の 災 害 ･ 鉱 害 発 ⽣ 状 況 に つ い て
・ 中 央 鉱 ⼭ 保 安 協 議 会 の 動 向 及 び 関 係 法 令 の 改 正 に つ い て
・ 第 １ ４ 次 鉱 業 労 働 災 害 防 ⽌ 計 画 の 取 組 状 況 に つ い て
・ 特 定 施 設 に 係 る 鉱 害 防 ⽌ 事 業 の 実 施 に 関 す る
基 本 ⽅ 針 （ 第 ６ 次 ） の 取 組 状 況 に つ い て
・ 令 和 ７ 年 度 近 畿 管 内 に お け る 近 畿 ⽀ 部 の 取 組 状 況 に つ い て
・ 令 和 ８ 年 度 鉱 ⼭ 保 安 監 督 指 導 ⽅ 針 （ 案 ） に つ い て

令 和 7 年 3 ⽉ 1 4 ⽇
・ 中 部 近 畿 地 ⽅ 鉱 ⼭ 保 安 協 議 会 近 畿 地 区 部 会 運 営 要
領 の 新 設 に つ い て
・ 近 畿 管 内 の 鉱 ⼭ 概 況 に つ い て
・ 最 近 の 災 害 ･ 鉱 害 発 ⽣ 状 況 に つ い て
・ 中 央 鉱 ⼭ 保 安 協 議 会 の 動 向 及 び 関 係 法 令 の 改 正 に つ
い て
・ 第 １ ４ 次 鉱 業 労 働 災 害 防 ⽌ 計 画 の 取 組 状 況 に つ い て
・ 特 定 施 設 に 係 る 鉱 害 防 ⽌ 事 業 の 実 施 に 関 す る
基 本 ⽅ 針 （ 第 ６ 次 ） の 取 組 状 況 に つ い て
・ 令 和 ６ 年 度 近 畿 管 内 に お け る 近 畿 ⽀ 部 の 取 組 状 況 に
つ い て
・ 令 和 ７ 年 度 鉱 ⼭ 保 安 監 督 指 導 ⽅ 針 （ 案 ） に つ い て
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